
総 行 選 第 ８ ４ 号 

令和７年６月 27 日  

各都道府県選挙管理委員会書記長 殿 

総務省自治行政局選挙部選挙課長 

公職選挙法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

公職選挙法施行規則の一部を改正する省令（令和７年総務省令第 64号。以下「改正

省令」という。）が本日公布されました。 

今回の公職選挙法施行規則（昭和 25 年総理府令第 13 号）の改正は、令和７年の地

方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえ、候補者の届出書の様式について、

合理化のための改正を行うものです。 

貴職におかれましては、今回の施行に係る改正省令の内容を十分御理解いただくと

ともに、その運用に遺漏のないよう、下記事項に御留意ください。また、貴都道府県内

の市区町村の選挙管理委員会に対して、この旨周知するようお願いします。 

また、本件通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

記 

１ 公職選挙法施行規則別記第 16号様式、第 16号様式の８、第 16号様式の９、第

19号様式及び第 19号様式の２において、各様式を用いる選挙に係る議員又は長と

兼ねることができない職にある者について、その職名を記す欄が追加されたこと。

（改正省令別記様式関係） 

２ 改正省令は、公布の日から施行するものとされたこと。（改正省令附則第１項関

係） 

３ 改正省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、改正省令の施行の日以後

初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日（以下「公示日」と

いう。）以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の

前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によ

るものとされたこと。（改正省令附則第２項関係） 

４ その他所要の規定の整理がされたこと。 

以上 



○
総
務
省
令
第
六
十
四
号 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
七
十
二
条
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
八
十
九
号
）
第
百
四
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
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令
和
七
年
六
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
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公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
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公
職
選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



  

改　
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改　
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記

別
記

 

第
十
六
号
様
式
（
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
候
補
者
の
届
出
書
の
様
式
）
（
第
十
二
条
関
係
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第
十
六
号
様
式
（
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
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候
補
者
の
届
出
書
の
様
式
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第
十
二
条
関
係
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衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
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政
党
届
出
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衆
議
院
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出
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候
補
者
届
出
書
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政
党
届
出
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［
略
］

［
同
上
］

  

選　
　
　
　

挙 

何
年
何
月
何
日
執
行　

何
選
挙
の
何
選
挙
区 

選　
　
　
　

挙 

何
年
何
月
何
日
執
行　

何
選
挙
の
何
選
挙
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衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な

 

い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名

  
 

［
略
］

 

［
同
上
］

 
 

  

右
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
を
し
ま
す
。 

右
の
通
り
関
係
書
類
を
添
え
て
候
補
者
と
な
る
べ
き
者
の
届
出
を
し
ま
す
。 
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月
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党
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他
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体
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他
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治
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体
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本
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の
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氏　
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何
選
挙
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氏　
　
　
　

名　

あ
て 

何
選
挙
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氏　
　
　
　

名　

あ
て 

 

備
考　

 

備
考　

 

 

［
一　

略
］ 

［
一　

同
上
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二　

「
職
業
」
欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二　

「
職
業
」
欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
、
衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
職

 
 

に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
三
～
六　

略
］

［
三
～
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同
上
］

 

第
十
六
号
様
式
の
八
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出
書
の
様
式
）
（
第
十
二
条

第
十
六
号
様
式
の
八
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出
書
の
様
式
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（
第
十
二
条

 

関
係
） 

関
係
） 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
本
人
届
出
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衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
本
人
届
出
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［
略
］

 

［
同
上
］

  

選　
　
　
　

挙

何
年
何
月
何
日
執
行　

何
選
挙
の
何
選
挙
区

選　
　
　
　

挙 
何
年
何
月
何
日
執
行　

何
選
挙
の
何
選
挙
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衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な

 

い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名

 



 
 

［
略
］

   

［
同
上
］

 
 

 
 

 
右
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
。 

右
の
と
お
り
関
係
書
類
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添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
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何
選
挙
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氏　
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あ
て 

　
　

何
選
挙
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氏　
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あ
て 

 

［
備
考　

略
］

［
備
考　

同
上
］

 

第
十
六
号
様
式
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九
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
推
薦
届
出
書
の
様
式
）
（
第
十

第
十
六
号
様
式
の
九
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
推
薦
届
出
書
の
様
式
）
（
第
十

 

二
条
関
係
） 

二
条
関
係
） 

 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
推
薦
届
出
） 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
推
薦
届
出
） 

 
 

  

 

［
略
］

 

［
同
上
］

  

選　
　
　
　

挙

何
年
何
月
何
日
執
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何
選
挙
の
何
選
挙
区

選　
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何
年
何
月
何
日
執
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何
選
挙
の
何
選
挙
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衆
議
院
議
員
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な

 

い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
職
名

  
 

［
略
］

   

［
同
上
］

 
 

 
 

 

右
の
と
お
り
推
薦
届
出
を
し
ま
す
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右
の
と
お
り
推
薦
届
出
を
し
ま
す
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何
年
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月
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何
年
何
月
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推
薦
届
出
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都
（
何
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府
県
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何
郡
（
市
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何
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（
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（
町
）
何
番
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推
薦
届
出
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府
県
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名　

 

 
何
年
何
月
何
日
生　

 

何
年
何
月
何
日
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推
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届
出
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都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
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村
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（
町
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何
番
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推
薦
届
出
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（
何
道
府
県
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郡
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何
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村
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町
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番
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何
年
何
月
何
日
生　

 

何
年
何
月
何
日
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何
選
挙
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あ
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何
選
挙
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氏　
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あ
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［
備
考　

略
］

［
備
考　

同
上
］

 

第
十
九
号
様
式
（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出

第
十
九
号
様
式
（
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
届
出

 

書
の
様
式
）
（
第
十
二
条
の
七
関
係
） 
書
の
様
式
）
（
第
十
二
条
の
七
関
係
） 

 

何
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
本
人
届
出
） 

何
選
挙
候
補
者
届
出
書
（
本
人
届
出
） 

 
 

  

 

［
略
］

 

［
同
上
］

  

選　
　
　
　

挙

何
年
何
月
何
日
執
行　

何
選
挙
の
何
選
挙
区
（
何
選
挙
）

選　
　
　
　

挙 

何
年
何
月
何
日
執
行　

何
選
挙
の
何
選
挙
区
（
何
選
挙
） 

  

当
該
選
挙
に
係
る
議
員
又
は
長
と
兼
ね



 

る
こ
と
が
で
き
な
い
職
に
あ
る
者
に
つ

 

い
て
は
そ
の
職
名

  
 

［
略
］

   

［
同
上
］

 
 

 
 

 

　

右
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
。 

　

右
の
と
お
り
関
係
書
類
を
添
え
て
立
候
補
の
届
出
を
し
ま
す
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挙
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何
選
挙
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名
あ
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備
考

　

備
考

 

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

 

四　

「
職
業
」
欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
、
地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二
又
は
第
百

四　

「
職
業
」
欄
に
は
、
職
業
を
な
る
べ
く
詳
細
に
記
載
し
、
当
該
選
挙
に
係
る
議
員
又
は
長
と
兼
ね
る

 

四
十
二
条
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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こ
と
が
で
き
な
い
職
に
あ
る
者
に
つ
い
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は
そ
の
職
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
方
自
治
法
第

 

九
十
二
条
の
二
又
は
第
百
四
十
二
条
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け

 

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

［
五
・
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略
］
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同
上
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第
十
九
号
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衆
議
院
議
員
又
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参
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院
比
例
代
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選
出
議
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選
挙
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の
選
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け
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候
補
者
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第
十
九
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衆
議
院
議
員
又
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参
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院
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例
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選
出
議
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の
選
挙
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外
の
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の

 

推
薦
届
出
書
の
様
式
）
（
第
十
二
条
の
七
関
係
） 

推
薦
届
出
書
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様
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第
十
二
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七
関
係
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何
選
挙
候
補
者
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出
書
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届
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選
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届
出
書
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同
上
］

  

選　
　
　
　

挙

何
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何
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何
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選
挙
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当
該
選
挙
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係
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議
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兼
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い
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そ
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略
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］

 
 
 

　

右
の
と
お
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推
薦
届
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し
ま
す
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名　
　

 

氏　
　
　
　
　
　
　
　
　

名　

 

何
年
何
月
何
日
生　

 

何
年
何
月
何
日
生　

 

何
選
挙
長　

氏　
　
　
　

名
あ
て 

何
選
挙
長　

氏　
　
　
　

名
あ
て 



［
備
考　

略
］

［
備
考　

同
上
］

備
考　

表
中
の[

　

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附　

則 

（
施
行
期
日
） 

１　

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
適
用
区
分
） 

２　

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日

を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
そ
の
期
日
を
公
示

さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
示
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た

選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


